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(57)【要約】
【課題】自着接着剤を採用し、患者や入場者の手首や足
首など被巻付け部へのリストバンドの取付け操作をより
簡易的に行うとともに、省資源および環境への負荷がよ
り小さなリストバンド連続体およびリストバンドを提供
すること。
【解決手段】バンド基材２の表面側に感熱発色剤層１２
を設けて、サーマル印字を可能とすること、バンド基材
２の裏面側には自着接着剤層１１を設けることに着目し
、バンド基材２の裏面側に設けた自着接着剤層１１と、
バンド基材２の表面側に設けた感熱発色剤層１２と、感
熱発色剤層１２の上層に設けた剥離剤層１３と、を有し
、バンド基材２には、単葉のリストバンド１６を形成可
能な分離用切断線１５を形成し、バンド基材２の裏面側
におけるその中央領域には、自着接着剤層１１による一
対の両端部側貼付け領域１１Ａを残して非接着性領域（
接着剤不活性剤層１４）を設ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　帯状のバンド基材に特定情報を表示可能としているとともに、
　　手首や足首などの被巻付け部に巻き付け可能な複数のリストバンドを連続して形成し
ている帯状のリストバンド連続体であって、
　　前記バンド基材の裏面側に設けた自着接着剤層と、
　　前記バンド基材の表面側に設けた感熱発色剤層と、
　　この感熱発色剤層の上層に設けた剥離剤層と、を有し、
　　前記バンド基材には、所定のバンドピッチによる単葉の前記リストバンドを形成可能
な分離用切断線を形成しているとともに、
　　前記バンド基材の裏面側におけるその中央領域には、前記自着接着剤層による一対の
両端部側貼付け領域を残して非接着性領域を設けていることを特徴とするリストバンド連
続体。
【請求項２】
　　当該リストバンド連続体は、これをロール状としてサーマルプリンターに装填し、前
記感熱発色剤層に前記特定情報を印字可能としていることを特徴とする請求項１記載のリ
ストバンド連続体。
【請求項３】
　　前記バンド基材の裏面側に前記リストバンドの位置検出用マークを設けていることを
特徴とする請求項１または２記載のリストバンド連続体。
【請求項４】
　　前記自着接着剤層は、前記バンド基材の裏面側においてその幅方向端縁部からわずか
な間隔をあけて、これを形成していることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記
載のリストバンド連続体。
【請求項５】
　　前記非接着性領域は、前記自着接着剤層に接着剤不活性剤層を積層することにより、
これを形成していることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のリストバンド
連続体。
【請求項６】
　　前記非接着性領域は、前記自着接着剤層を設けないことにより、これを形成している
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のリストバンド連続体。
【請求項７】
　　バンド基材から構成し、このバンド基材の表面に特定情報を表示可能としているとと
もに、手首や足首などの被巻付け部に巻き付け可能なリストバンドであって、
　　前記バンド基材の裏面側に設けた自着接着剤層と、
　　前記バンド基材の表面側に設けた感熱発色剤層と、
　　この感熱発色剤層の上層に設けた剥離剤層と、
　　前記自着接着剤層による一対の両端部側貼付け領域を残して前記バンド基材の裏面側
におけるその中央領域に設けた非接着性領域と、
　　を有することを特徴とするリストバンド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明はリストバンド連続体およびリストバンドにかかるもので、とくに医療分野や
遊技場その他の施設などにおいて患者や入場者の手首や足首などに巻き付けるようにして
取り付けることにより、患者や入場者を特定することができるようにしたリストバンド連
続体およびリストバンドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　従来から、医療用のリストバンドには、入院患者の氏名、生年月日や性別その他必要
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な情報（特定情報）を記載ないし印字により表示して手首や足首など（被巻付け部）に巻
き付けることにより本人を特定可能とし、検査や治療時に本人の照合を可能としている。
また、遊技場その他の施設における入場者を確認するためにも、同様のリストバンドが使
用されている。
【０００３】
　　図８にもとづき、従来のリストバンド１について概説する。
　　図８は、リストバンド１の概略平面図であって、リストバンド１は、帯状のバンド基
材２の表面側の印字領域３に患者あるいは入場者などに関する氏名その他の文字記号やバ
ーコードなどによる特定情報４を表示可能としている。
【０００４】
　　バンド基材２自体の材料は、人体に接触する裏面側および特定情報を表示する表面側
のそれぞれ特性に適した任意のものを選択するが、裏面側は柔軟かつ通気性に優れ、表面
側は印字ないし印刷可能なものが望ましく、それぞれの機能に応じて必要な基材を積層す
る構造を採用することができる。
【０００５】
　　バンド基材２の左右両端部側には、セット孔５および調節孔６をそれぞれ任意の数だ
け形成し、リストバンド１をリング状に曲げた状態で、互いに位置を合わせた状態のセッ
ト孔５および調節孔６に固定用クリップ７を取り付け固定することにより、患者や入場者
の手首や足首などの被巻付け部Ｗにリストバンド１を巻き付け可能である。
【０００６】
　　しかしながら、上述のようなリストバンド１は、これを被巻付け部Ｗに巻き掛けた状
態で固定用クリップ７を留めるように片手で操作する必要があるために、操作が面倒であ
るという問題がある。
【０００７】
　　なお、固定用クリップ７の代わりにリストバンド１の裏面側に接着剤層を設けて、左
右両端部を貼り合わせるように構成するリストバンド（図示せず）もあるが、一般的な感
圧接着剤層の場合には、高価な剥離紙（台紙）を必要とするとともに、剥離紙をはがして
用いることになるため、省資源および環境への負荷の観点からは、できれば、その採用を
避けたいという要請がある。
【０００８】
　　一方、自着接着剤は、その面どうしを接触加圧すれば互いに強固に接着するが、無理
やりはがそうとすれば自着接着剤層自体がバンド基材２の裏面側からはがされてしまうほ
どである一方、自着接着剤を他の部材に押し付けても接着しにくい特性を有している。
　　したがって、一般的な感圧接着剤層を有するリストバンドが剥離紙をその裏打ちに必
要とするのに対して、自着接着剤層を用いたリストバンドは、剥離紙自体を必要としない
ので、省資源であるとともに環境への負荷がより少ないという利点がある。
　　多くの場合、リストバンド１は、プリンター（図示せず）を用いて印字領域３に氏名
やバーコードなどの特定情報を印字している。印字を行うには、複数枚のリストバンド１
を帯状につなげたリストバンド連続体をロール状に巻いてプリンターに装填する。バンド
基材２には、表面が平滑で熱転写印字が可能な紙や合成樹脂フィルムを使用する。
　　しかし、自着接着剤は他の部材に対して接着性はないものの多少のべた付きがあるた
め、自着接着剤を用いたリストバンド連続体をロール状に巻いておくとブロッキングして
しまう。バンド基材２の表面が平滑なためである。上質紙のような表面が粗い基材を用い
ればブロッキングは回避できるが、表面が粗いためにきれいに印字を行うことができない
。
　　また、表面に感熱発色剤層を設けた感熱紙を用いることも考えられるが、感熱紙の表
面も平滑性が高く、ブロッキングする不具合が生じるという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】特開２００５－２８３９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　　本発明は以上のような諸問題にかんがみなされたもので、患者や入場者の手首や足首
など被巻付け部へのリストバンドの取付け操作をより簡易的に行うことができるようにし
たリストバンド連続体およびリストバンドを提供することを課題とする。
【００１１】
　　また本発明は、自着接着剤を採用して被巻付け部への取付け操作をより簡易化すると
ともに、省資源および環境への負荷がより小さなリストバンド連続体およびリストバンド
を提供することを課題とする。
【００１２】
　　また本発明は、自着接着剤を採用してもバンド基材への特定情報の印字を行うことが
できるようにしたリストバンド連続体およびリストバンドを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　　すなわち本発明は、バンド基材の表面側に感熱発色剤層を設けて、サーマル印字を可
能とすること、およびバンド基材の裏面側には自着接着剤層を設けることに着目したもの
で、第一の発明は、帯状のバンド基材に特定情報を表示可能としているとともに、手首や
足首などの被巻付け部に巻き付け可能な複数のリストバンドを連続して形成している帯状
のリストバンド連続体であって、上記バンド基材の裏面側に設けた自着接着剤層と、上記
バンド基材の表面側に設けた感熱発色剤層と、この感熱発色剤層の上層に設けた剥離剤層
と、を有し、上記バンド基材には、所定のバンドピッチによる単葉の上記リストバンドを
形成可能な分離用切断線を形成しているとともに、上記バンド基材の裏面側におけるその
中央領域には、上記自着接着剤層による一対の両端部側貼付け領域を残して非接着性領域
を設けていることを特徴とするリストバンド連続体である。
【００１４】
　　当該リストバンド連続体は、これをロール状としてサーマルプリンターに装填し、上
記感熱発色剤層に上記特定情報を印字可能とすることができる。
【００１５】
　　上記バンド基材の裏面側に上記リストバンドの位置検出用マークを設けることができ
る。
【００１６】
　　上記自着接着剤層は、上記バンド基材の裏面側においてその幅方向端縁部からわずか
な間隔をあけて、これを形成していることができる。
【００１７】
　　上記非接着性領域は、上記自着接着剤層に接着剤不活性剤層を積層することにより、
これを形成していることができる。
【００１８】
　　上記非接着性領域は、上記自着接着剤層を設けないことにより、これを形成している
ことができる。
【００１９】
　　第二の発明は、バンド基材から構成し、このバンド基材の表面に特定情報を表示可能
としているとともに、手首や足首などの被巻付け部に巻き付け可能なリストバンドであっ
て、上記バンド基材の裏面側に設けた自着接着剤層と、上記バンド基材の表面側に設けた
感熱発色剤層と、この感熱発色剤層の上層に設けた剥離剤層と、上記自着接着剤層による
一対の両端部側貼付け領域を残して上記バンド基材の裏面側におけるその中央領域に設け
た非接着性領域と、を有することを特徴とするリストバンドである。
【発明の効果】
【００２０】
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　　本発明によるリストバンド連続体およびリストバンドにおいては、バンド基材の表面
側に感熱発色剤層および剥離剤層を設けるとともに、バンド基材の裏面側に自着接着剤層
を設けることにより、サーマルプリンターへの装填およびサーマル印字を可能とすること
により、必要に応じた特定情報を印字して、被巻付け部に取り付けることができるととも
に、被巻付け部への取付け操作をきわめて簡便に行うことができる。
【００２１】
　　とくに第一の発明のリストバンド連続体によれば、帯状のリストバンド連続体をロー
ル状に巻いた状態でサーマルプリンターに装填可能であり、任意の情報を可変的に印字し
た上で、分離用切断線の部分で単葉のリストバンドに切り離すことができる。
【００２２】
　　とくに第二の発明のリストバンドによれば、特定情報を印字した状態で、自着接着剤
層どうしを貼り合わせるだけで、リング状の形態で被巻付け部に簡単に取り付けることが
できるとともに、互いに貼り付いた状態の自着接着剤層を無理にはがそうとすれば、自着
接着剤層自体がバンド基材の裏面から不規則にはがれてしまうので、元の状態に貼り合わ
せることが事実上不可能であり、患者や入場者の特定機能を適正に確保可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施例によるリストバンド連続体１０の平面図である。
【図２】同、図１のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】同、リストバンド連続体１０の裏面図である。
【図４】同、サーマルプリンター２０の概略側面図である。
【図５】同、リストバンド１６の平面図である。
【図６】同、被巻付け部Ｗにリストバンド１６を取り付けた状態の概略側面図である。
【図７】本発明の第２の実施例によるリストバンド連続体３０の断面図である。
【図８】従来のリストバンド１の概略平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　　本発明は、バンド基材の表面側に感熱発色剤層および剥離剤層を設けるとともに、バ
ンド基材の裏面側に自着接着剤層を設けて、リング状に貼り合わせる操作を簡易化すると
ともに、サーマル印字により特定情報を印字表示して、被巻付け部に操作性良好に巻き付
けることができるリストバンド連続体およびリストバンドを実現した。
【実施例】
【００２５】
　　つぎに本発明の第１の実施例によるリストバンド連続体およびリストバンドを図１な
いし図６にもとづき説明する。ただし、図８と同様の部分には同一符号を付し、その詳述
はこれを省略する。
　　図１は、リストバンド連続体１０の平面図、図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線断面図であ
って、リストバンド連続体１０は、前記帯状のバンド基材２と、バンド基材２の裏面側に
設けた自着接着剤層１１と、バンド基材２の表面側に設けた感熱発色剤層１２と、感熱発
色剤層１２の上層に設けた剥離剤層１３と、自着接着剤層１１の下層に設けた接着剤不活
性剤層１４（非接着性領域）と、を有する。
【００２６】
　　バンド基材２としては、紙のほか、ＰＥＴフィルムやＰＰフィルムなど任意の基材が
使用可能である。求められる耐久性に応じて選択すればよい。
　　バンド基材２には、所定のバンドピッチでミシン目などによる分離用切断線１５を形
成し、単葉のリストバンド１６を形成可能としている。
【００２７】
　　自着接着剤層１１の自着接着剤としては、天然ゴムラテックスおよびスチレン・アク
リルニトリル共重合体水性エマルジョンを含む、たとえばサイデン化学株式会社のサイビ
ノール加圧接着剤Ｅ、あるいは天然ゴムおよびスチレン・イソプレン・スチレンブロック
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共重合体を含むエラストマーなどを用いることができる。
【００２８】
　　感熱発色剤層１２は、任意の感熱発色剤を塗工した層であって、所定の加熱操作によ
り任意の印字パターンによる情報の印字が可能である。
【００２９】
　　剥離剤層１３は、紫外線硬化型のシリコーンなどの剥離剤を塗工した層であって、リ
ストバンド連続体１０をロール状に巻いた形態であっても、自着接着剤層１１および感熱
発色剤層１２が互いに貼り付いてしまうことを防止可能である。
【００３０】
　　バンド基材２の裏面側には、リストバンド１６の位置検出用マーク１７を設けている
。
　　ただし、位置検出用マーク１７としては、バンド基材２の裏面側（図２中、実線）あ
るいは自着接着剤層１１の裏面側（図２中、仮想線）のいずれであってもよい。
【００３１】
　　図３は、リストバンド連続体１０の裏面図であって、自着接着剤層１１は、バンド基
材２（リストバンド連続体１０）の裏面側においてその幅方向端縁部２Ａからわずかな間
隔をあけて設けた細幅非接着領域１８を介して、これを形成している。
　　したがって、リストバンド連続体１０の製造工程において、いわゆる大巻として複数
列に並列しているリストバンド連続体１０を、いわゆる小卷としての単列のリストバンド
連続体１０に切り分ける際に、隣り合うリストバンド連続体１０どうしがそれぞれの自着
接着剤層１１により互いにくっつき合うことを回避可能としている。
【００３２】
　　接着剤不活性剤層１４は、たとえば紫外線硬化型ニスなどを塗工することによりこれ
を構成し、バンド基材の裏面側におけるその中央領域において、自着接着剤層１１にこの
接着剤不活性剤層１４を積層することにより、自着接着剤層１１による一対の両端部側貼
付け領域１１Ａを残して非接着性領域を形成している。
　　リストバンド１６の長さ方向におけるこの接着剤不活性剤層１４の長さは、被巻付け
部Ｗのまわりに巻き付ける長さを確保するだけの長さとするとともに、両端部側貼付け領
域１１Ａの長さは、リストバンド１６を被巻付け部Ｗに巻き付けた状態を保持することが
できるだけの貼付け強度を確保するだけの長さとする。
　　接着剤不活性剤層１４を設けることにより、手首や足首などの被巻付け部Ｗに巻き付
けた際にわずかに感じるべた付き感が解消される。
【００３３】
　　なお感熱発色剤層１２の上層側には、たとえば「○×病院」などの固定情報１９をあ
らかじめ印刷してある。
【００３４】
　　図４は、サーマルプリンター２０の概略側面図であって、リストバンド連続体１０は
、これをロール状としてサーマルプリンター２０に装填し、感熱発色剤層１２に特定情報
を印字可能としている。
　　すなわち、サーマルプリンター２０は、リストバンド連続体１０の供給部２１と、位
置検出部２２と、印字部２３と、を有する。
【００３５】
　　供給部２１は、帯状のリストバンド連続体１０をロール状に保持し、位置検出部２２
および印字部２３の方向にリストバンド連続体１０を帯状に繰り出し可能である。
【００３６】
　　位置検出部２２は、たとえば光学的な位置検出センサー２４を有し、リストバンド連
続体１０の位置検出用マーク１７を検出して、印字部２３に対するリストバンド１６の相
対的位置を検出する。
【００３７】
　　印字部２３は、サーマルヘッド２５と、プラテンローラー２６と、を有し、サーマル
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ヘッド２５およびプラテンローラー２６の間にリストバンド連続体１０を挟持して、プラ
テンローラー２６の回転にともなってサーマルヘッド２５からの印字信号によりリストバ
ンド連続体１０上（リストバンド１６の感熱発色剤層１２内）に任意の特定情報２７（図
５を参照、たとえば、「氏名、血液型、年齢、バーコードなど）を必要に応じて可変的に
印字可能である。
　　なお、プラテンローラー２６は、剥離性を有する材料からこれを製造するか、あるい
はその円周面に剥離剤を塗布しておくことが望ましい。
【００３８】
　　こうした構成のリストバンド連続体１０（リストバンド１６）において、リストバン
ド連続体１０をサーマルプリンター２０（図４）にロール状に装填して特定情報２７を印
字し、分離用切断線１５の部分で単葉のリストバンド１６とすることができる。
　　すなわち、図５は、リストバンド１６の平面図であって、その表面側に固定情報１９
および特定情報２７を表示可能である。
【００３９】
　　図６は、被巻付け部Ｗにリストバンド１６を取り付けた状態の概略側面図であって、
帯状のリストバンド１６を被巻付け部Ｗに掛け回し、リストバンド１６の両端部における
両端部側貼付け領域１１Ａを互いに合わせて接着するだけの簡単な操作で、被巻付け部Ｗ
にリストバンド１６をリング状に取り付けておくことができる。
【００４０】
　　なお、リストバンド１６の裏面側において手首や足首など被巻付け部Ｗに接触する領
域には、接着剤不活性剤層１４（非接着性領域）が位置することになるので、人肌部分に
自着接着剤層１１が貼り付いてしまうことがない。
【００４１】
　　さらに、本発明のリストバンド１６では、従来の感圧ラベルを用いたリストバンドと
は異なって剥離紙（台紙）を用いる必要がないので、省資源であるとともに、環境への負
荷を低減することができる。
　　また、従来のリストバンド１（図８）のようにセット孔５および調節孔６を設ける必
要がなく、製造が容易でコストダウンを図ることもできる。
【００４２】
　　図７は、本発明の第２の実施例によるリストバンド連続体３０の断面図であって、リ
ストバンド連続体３０においては、バンド基材２の裏面側においてその左右両端部側にの
み自着接着剤層１１による両端部側貼付け領域１１Ａを縞状に自着接着剤を塗布すること
により、すなわち、被巻付け部Ｗが接触する領域である中央部分には自着接着剤層１１を
設けないことにより、非接着性領域３１を形成している。
　　リストバンド連続体３０における他の構成は、第１の実施例によるリストバンド連続
体１０と事実上同一であって、分離用切断線１５の部分で切断することにより、単葉のリ
ストバンド３２を得ることができる。
【００４３】
　　こうした構成のリストバンド連続体３０においても、既述のリストバンド連続体１０
およびリストバンド１６と同様に、リストバンド３２に固定情報１９および特定情報２７
を表示するとともに、バンド基材２における左右一対の両端部側の自着接着剤層１１（両
端部側貼付け領域１１Ａ）を互いに合わせて接触加圧することにより、図６と同様に、簡
単にリストバンド３２を被巻付け部Ｗにリング状に取り付けることができる。
　　また、手首や足首などの被巻付け部Ｗに巻き付けた際、べた付き感を感じることもな
い。
【符号の説明】
【００４４】
　１　リストバンド（従来、図８）
　２　バンド基材
　２Ａ　バンド基材２の幅方向端縁部（図３）
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　３　印字領域
　４　特定情報
　５　セット孔
　６　調節孔
　７　固定用クリップ
１０　リストバンド連続体（第１の実施例、図１～図３）
１１　自着接着剤層
１１Ａ　自着接着剤層１１の両端部側貼付け領域
１２　感熱発色剤層
１３　剥離剤層
１４　接着剤不活性剤層（非接着性領域）
１５　分離用切断線
１６　リストバンド（第１の実施例、図５）
１７　位置検出用マーク
１８　細幅非接着領域
１９　固定情報
２０　サーマルプリンター（図４）
２１　供給部
２２　位置検出部
２３　印字部
２４　位置検出センサー
２５　サーマルヘッド
２６　プラテンローラー
２７　特定情報
３０　リストバンド連続体（第２の実施例、図７）
３１　非接着性領域
３２　リストバンド（第２の実施例、図７）
Ｗ　　手首や足首などの被巻付け部
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